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＜検討会の概要＞ 

１ 広域行政のあり方検討会設置要領  
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２ 検討会委員等名簿（敬称略、五十音順） 

 

（１）委員名簿 

 氏名 主な役職 

岩崎
いわさき

 美紀子
み き こ

 筑波大学大学院 教授 

○ 北村
きたむら

  裕
ひろ

明
あき

 滋賀大学経済学部 特任教授 

 篠
しの

﨑
ざき

 由紀子
ゆ き こ

 関西経済同友会 地方分権改革委員会 委員長代行 

 坪井
つ ぼ い

 ゆづる 朝日新聞社 論説委員 

◎ 新川
にいかわ

  達郎
たつろう

 同志社大学大学院 教授 

 

向原
むこうはら

  潔
きよし

 関西経済連合会 地方分権・広域行政委員会 副委員長 

山下
やました

    淳
あつし

 関西学院大学法学部 教授 

山下
やました

  茂
しげる

 明治大学公共政策大学院 教授 

      ◎：座長、○：副座長 

 

（２）顧問名簿 

 

氏名 主な役職 

五百
い お

旗頭
き べ

 真
まこと

 公益財団法人ひょうご震災記念 21世紀研究機構 理事長 
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３ 検討会の過程 

 

（平成 29年度） 

第１回 平成 29 年９月 21 日(木) 

○ 分権型社会、広域行政、関西広域連合などについて 

 

第２回 平成 29年 10月 13日(金) 

○ 分権型社会、広域行政、関西広域連合などについて 

 

第３回 平成 29年 11月 26日(日)  

  ○ フランス、スペイン、イギリスの地方自治制度について 

 

第４回 平成 29 年 12 月８日(金)  

  ○ ＥＵの制度・仕組みについて 

○ ベルギー、カナダの地方自治制度について 

 

第５回 平成 30年 １月 21日(日) 

○ イタリアの地方自治制度について 

○ 第 1回から第４回までの検討会で提起された論点について 

 

第６回 平成 30年 ２月 16日(金)  

  ○ これまでの検討会で提起された論点について ～中間報告に向けて～ 

 

第７回 平成 30年 ３月 16日(金) 

  ○ これまでの検討会で提起された論点について ～中間報告に向けて～ 

 

（平成 30年度） 

第８回 平成 30年５月 13日(日) 

○ 広域行政の課題について（産業振興、観光・文化・スポーツ振興） 

 

第９回 平成 30年６月 16日(土) 

○ 広域行政の課題について（防災、医療、インフラ、琵琶湖・淀川流域対策） 

 

第 10回 平成 30年７月 22日(日)   

○ 広域行政の課題について（環境、農林、その他） 
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第 11回 平成 30年９月６日（木）   

○ 関西広域連合のあり方について（短期的な視点から） 

  

第 12回 平成 30年 10月 12日（金）  

○ 関西広域連合のあり方について（短期的な視点から） 

○ 広域行政のあり方について（中長期的な視点から） 

 

第 13回 平成 30年 11月９日（金）  

○ 広域行政のあり方について（中長期的な視点から） 

○ 広域行政のあり方についての提言 ～最終報告に向けて～ 

 

第 14回 平成 30年 12月 26日（水）  

  ○ 広域行政のあり方に関する提言について 

 

第 15回 平成 31年１月 28日（月)  

  ○ 広域行政のあり方に関する報告書素案について 

 

第 16回 平成 31年２月 18日（月)  

  ○ 広域行政のあり方に関する報告書案について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

＜関西について＞ 

１ 関西の人口・面積・総生産 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 関西の経済規模 

 

 

平成27年国勢調査結果・平成27年度県民経済計算暫定版(県内総生産(名目)

12,709 377,971 546.6

1,352 〔10.6%〕 2,191 〔0.6%〕 104.3 〔19.1%〕

2,205 〔17.4%〕 35,005 〔9.3%〕 88.1 〔16.1%〕

滋賀県 141 〔1.1%〕 4,017 〔1.1%〕 6.2 〔1.1%〕

京都府 261 〔2.1%〕 4,612 〔1.2%〕 10.3 〔1.9%〕

大阪府 884 〔7.0%〕 1,905 〔0.5%〕 39.1 〔7.2%〕

兵庫県 553 〔4.4%〕 8,401 〔2.2%〕 20.5 〔3.7%〕

奈良県 136 〔1.1%〕 3,691 〔1.0%〕 3.6 〔0.7%〕

和歌山県 96 〔0.8%〕 4,725 〔1.3%〕 3.5 〔0.6%〕

鳥取県 57 〔0.5%〕 3,507 〔0.9%〕 1.8 〔0.3%〕

徳島県 76 〔0.6%〕 4,147 〔1.1%〕 3.1 〔0.6%〕

面積 県内総生産

（万人） （km2） (兆円)

関西広域連合

東　 京　 都

人口

全　　　　国

○県内総生産の推移（単位：億円）

県民経済計算における「県内総生産（名目）」（平成27年度は暫定）

2011 2012 2013 2014 2015 比較

a b b/a

5,003,378 4,991,907 5,077,605 5,142,963 5,465,505

〔100.0%〕 〔100.0%〕 〔100.0%〕 〔100.0%〕 〔100.0%〕

933,971 928,036 940,306 949,021 1,043,392

〔18.7%〕 〔18.6%〕 〔18.5%〕 〔18.5%〕 〔19.1%〕

835,360 828,782 837,886 855,330 880,539

〔16.7%〕 〔16.6%〕 〔16.5%〕 〔16.6%〕 〔16.1%〕

58,474 56,651 58,392 58,459 61,636

〔1.2%〕 〔1.1%〕 〔1.1%〕 〔1.1%〕 〔1.1%〕

98,476 97,853 97,590 100,538 103,455

〔2.0%〕 〔2.0%〕 〔1.9%〕 〔2.0%〕 〔1.9%〕

372,417 369,124 372,069 379,340 391,069

〔7.4%〕 〔7.4%〕 〔7.3%〕 〔7.4%〕 〔7.2%〕

189,009 188,549 191,568 197,881 204,950

〔3.8%〕 〔3.8%〕 〔3.8%〕 〔3.8%〕 〔3.7%〕

34,878 34,848 35,177 35,407 35,774

〔0.7%〕 〔0.7%〕 〔0.7%〕 〔0.7%〕 〔0.7%〕

35,745 35,923 35,891 35,790 35,267

〔0.7%〕 〔0.7%〕 〔0.7%〕 〔0.7%〕 〔0.6%〕

17,582 17,453 17,712 17,792 17,551

〔0.4%〕 〔0.3%〕 〔0.3%〕 〔0.3%〕 〔0.3%〕

28,779 28,381 29,486 30,123 30,837

〔0.6%〕 〔0.6%〕 〔0.6%〕 〔0.6%〕 〔0.6%〕

109.2%

105.0%

105.4%

105.4%

105.1%

111.7%

107.2%

99.8%

98.7%

102.6%

108.4%

大阪府

京都府

滋賀県

東 京 都

全　　国

徳島県

鳥取県

和歌山県

奈良県

兵庫県

年度

関西広域連合
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３ 国・関西の年齢別将来人口予測 

 

 

 

278 259 240 223 209 200 190

1,330 1,276 1,235 1,178 1,102
1,001 930

598 633
635

640
651

677
674

2,205 2,168
2,110

2,040
1,962

1,878
1,794

27.1%
29.2% 30.1%

31.3%
33.2%

36.1%
37.6%

60.3%
58.9% 58.5% 57.7%

56.2%

53.3%
51.8%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

(
万
人)

関西の将来人口推計

0～14歳 15～64歳 65歳以上 高齢化率 生産労働人口の割合

※「日本の将来推計人口」2017年4月国立社会保障・人口問題研究所

1,595 1,508 1,407 1,321 1,246 1,194 1,138 1,077 1,012 951 898 

7,728 
7,406 7,170 

6,875 
6,494 

5,978 
5,585 5,275 5,028 4,793 4,529 

3,387 
3,619 

3,677 
3,716 

3,782 
3,921 

3,919 
3,841 

3,704 
3,540 

3,381 

12,709 12,532 
12,254 

11,913 
11,522 

11,092 
10,642 

10,192 
9,744 

9,284 
8,808 

26.6%

28.9%
30.0%

31.2%
32.8%

35.3%
36.8% 37.7% 38.0% 38.1% 38.4%

60.8%
59.1% 58.5% 57.7%

56.4%

53.9%
52.5% 51.8% 51.6% 51.6% 51.4%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年 2065年

(

万
人)

わが国の将来人口推計

0～14歳 15～64歳 65歳以上 高齢化率 生産労働人口割合

※「日本の将来推計人口」2017年4月国立社会保障・人口問題研究所
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４ 関西の人口の流出入 

 

 

 

 

 

 

 

 

○関西広域連合構成府県への各圏域からの転入超過数（マイナスは転出超過数）

（単位：人）

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

▲ 13,076 3,157 ▲ 2,406 ▲ 12,616 ▲ 18,194 ▲ 19,058 ▲ 16,993 ▲ 16,483

東京圏（※1） ▲ 21,028 ▲ 9,001 ▲ 11,753 ▲ 20,782 ▲ 24,662 ▲ 26,077 ▲ 25,291 ▲ 25,275

関東圏（茨城県、栃木
県、群馬県）

▲ 1 1,186 383 ▲ 139 ▲ 196 ▲ 272 ▲ 116 ▲ 30

名古屋圏（※2） 307 496 ▲ 500 ▲ 708 ▲ 1,582 ▲ 1,064 ▲ 1,055 ▲ 394

中部圏（山梨県、長野
県、静岡県）

▲ 76 306 344 149 252 436 459 190

北海道 316 79 139 33

東北 163 86 374 903

北陸（新潟県、富山
県、石川県、福井県）

1,334 981 1,053 917

中国（島根県、岡山
県、広島県、山口県）

2,069 2,758 2,535 2,883

四国（香川県、愛媛
県、高知県）

2,026 1,947 2,206 1,976

九州・沖縄 1,660 1,751 1,734 2,582 2,086 2,068 2,703 2,314

16,233 ▲ 5,563 ▲ 10,210 ▲ 5,578 ▲ 864 2,065 510

（※1）東京圏  ：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

（※2）名古屋圏：岐阜県、愛知県、三重県

 

総　数

内訳

流入増加（流出抑制）数
（当年－前年）

4,673 4,562 6,122 5,812

4701,2643,8571,389

○関西広域連合構成府県への転入超過数（マイナスは転出超過数）

（単位：人）

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

滋賀県 2,316 3,114 1,283 ▲ 143 ▲ 889 ▲ 1,987 ▲ 706 ▲ 715

京都府 ▲ 1,940 37 ▲ 418 ▲ 1,973 ▲ 1,174 ▲ 279 ▲ 750 ▲ 1,662

大阪府 ▲ 3,570 4,903 5,381 3,377 ▲ 391 2,296 1,794 2,961

兵庫県 ▲ 2,643 1,234 ▲ 1,295 ▲ 5,214 ▲ 7,092 ▲ 7,409 ▲ 6,760 ▲ 6,657

奈良県 ▲ 2,297 ▲ 1,965 ▲ 2,691 ▲ 2,781 ▲ 3,065 ▲ 3,962 ▲ 3,619 ▲ 3,467

和歌山県 ▲ 2,225 ▲ 1,975 ▲ 2,382 ▲ 2,505 ▲ 2,957 ▲ 3,980 ▲ 3,894 ▲ 3,488

鳥取県 ▲ 1,132 ▲ 1,059 ▲ 1,453 ▲ 1,683 ▲ 1,131 ▲ 1,503 ▲ 1,310 ▲ 1,484

徳島県 ▲ 1,585 ▲ 1,132 ▲ 831 ▲ 1,694 ▲ 1,495 ▲ 2,234 ▲ 1,748 ▲ 1,971

合　計 ▲ 13,076 3,157 ▲ 2,406 ▲ 12,616 ▲ 18,194 ▲ 19,058 ▲ 16,993 ▲ 16,483

　　（出典）総務省「住民基本台帳人口移動報告」
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５ 関西の人口移動状況 

 

 

 

６ 関西の企業、学校など社会資源数 

（１）学校数・学生数（大学・大学院・短大） 

 

※⽂部科学省 

「学校基本調査」 

（平成 29年 5月現在）、

総務省「住⺠基本台帳

に基づく⼈⼝」 

（平成 29年 1月現在） 

（２）企業数 

 

 

 

 

※総務省「経済センサス・基礎調査」 

（平成 26年） 

 

 学校数 学生数 人口 

全国 1,117 3,014,829 127,907,086 

関西圏 222 639,948 22,161,999 

東京圏 299 1,206,672 36,312,851 

中京圏 124 281,851 15,197,115 

その他 472 886,358 54,235,121 

本所の所在地 企業数 

全国 351,294 

関西圏 63,860 

東京圏 105,434 

中京圏 41,896 

その他 140,104 

○関西広域連合域内人口移動状況（2017年）

【期間：2017年１月～12月】 （単位：人）

滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 徳島県

滋賀県 -451 513 -12 -100 -95 -33 -43 -221

京都府 451 2,050 -91 -857 -179 -55 -40 1,279

大阪府 -513 -2,050 -1,791 -424 -1,588 -171 -419 -6,956

兵庫県 12 91 1,791 -287 -295 -43 -182 1,087

奈良県 100 857 424 287 31 -19 9 1,689

和歌山県 95 179 1,588 295 -31 19 -21 2,124

鳥取県 33 55 171 43 19 -19 37 339

徳島県 43 40 419 182 -9 21 -37 659

221 -1,279 6,956 -1,087 -1,689 -2,124 -339 -659

※府県別に、縦の数字はどこから転入してきたかを、横の数字はどこへ転出したかを表している。

転入合計（－
は転出超過）

転出先 転出合計
（－は転入
超過）

転
入
元
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７ 関西に存在する主な国の出先機関 

※平成 23 年４月 関西広域連合委員会資料より作成 

８ 在関西本省庁機関 

機関名 所在地 設置時期 

文化庁地域文化創生本部 京都市 平成 29年４月 

消費者庁消費者行政新未来創造オフィス 徳島市 平成 29年７月 

総務省統計局統計データ利活用センター 和歌山市 平成 30年４月 

機関名 組 織 

（本局を除く 

 下部組織の数） 

管轄区域 

（２府４県は滋賀県、京都府、大阪府、 

兵庫県、和歌山県、奈良県） 

近畿財務局 財務事務所５ 

出張所１ 

２府４県 

近畿農政局 地方農政事務所５ 

事務所・建設所８  

２府４県 

近畿中国森林 

管理局 

管理事務所３ 

管理署 11  

２府４県 ＋福井、三重、石川、鳥取、島根、

岡山、広島、山口 

近畿経済産業局 神戸通商事務所１  ２府４県＋福井県 ※電力は福井県の一部を

含まない（敦賀市以北） 

近畿地方整備局 事務所 32 

出張所等 76  

２府４県＋福井県  

※港湾空港部は福井県を含まない ※河川部

門は三重県の一部も含む（淀川水系、熊野川

水系）  

※道路部門のうち、兵庫県内の鳥取自動車道

は管轄範囲に 含まれない（中国地方整備局

の管轄範囲） 

近畿地方環境 

事務所 

自然保護官事務所６  ２府４県 

近畿厚生局 事務所６ ２府４県 ＋福井県 

 

近畿運輸局 運輸支局５ 

事務所３ 

兵庫県を除く５府県（滋賀県、京都府、大阪府、

奈良県、和歌山県）  

※兵庫県は神戸運輸監理部の管轄となるが、

陸運部門（兵庫陸運部・姫路自動車 検査登

録事務所）は実質的に近畿運輸局の下部組織

として扱われている。 
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９ 関西広域連合 政府機関等移転推進のちらし 
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10関西に存在する主要な経済団体 

 

※2019年 1月 関西広域連合との意見交換会参集団体  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体名 所在地 団体名 所在地 

関西経済連合会 大阪市 滋賀県商工会議所連合会 大津市 

関西経済同友会 大阪市 奈良県商工会議所連合会 奈良市 

大阪商工会議所 大阪市 和歌山県商工会議所連合会 和歌山市 

京都商工会議所 京都市 鳥取県商工会議所連合会 鳥取市 

神戸商工会議所 神戸市 徳島県商工会議所連合会 徳島市 

堺商工会議所 堺市   
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＜関西広域連合について＞ 

１ 関西広域連合規約 
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２ 関西広域連合の設立のねらいと基本方針 

 

（１） 設立のねらい 

① 地方分権改革の突破口を開く（分権型社会の実現） 

中央集権体制と東京一極集中を打破し、地域の自己決定、自己責任を貫ける分

権型社会を実現するため、一向に進まない国の地方分権改革をただ待つのではな

く、広域課題に地域が主体的に対応できる現実的な仕組みづくりに向け、関西が

全国に先駆けて立ち上がり、地方分権改革の突破口を開く。 

 

② 関西における広域行政を展開する（関西全体の広域行政を担う責任主体づくり）

関西全体の広域行政を担う責任主体を確立するため、既存の広域連携の取組 

とは異なる、執行機関と議会を有する新たな行政主体を設立し、東南海・南海 

地震に備えた広域防災対策、広域観光・文化振興、広域産業振興、広域的な救 

急医療連携、地球温暖化や自然保護等の環境対策、交通・物流基盤の一体的な 

運営管理等に取り組む。 

 

③ 国と地方の二重行政を解消する（国の地方支分部局の事務の受け皿づくり） 

各自治体の財政状況がより一層厳しさを増すなか、各団体の個性や資源を効果

的に活用するとともに、地方支分部局を中心とした国の事務、権限のうち、広域

自治体で担うべき事務について移譲を受けて、広域連合議会の監視のもとで広域

連合が一元的に事務を担い、国と地方の二重行政の解消に取り組み、関西全体と

して、スリムで効率的な行政体制への転換を目指す。 

 

（２）基本方針 

① まず一歩を踏み出す（早期に実施可能な事務から取り組む） 

本格的な広域行政の実現に向けた第一歩として、広域防災、広域観光・文化振

興、広域産業振興、広域医療、広域環境保全、資格試験・免許等、早期に実現可

能な事務から順次取り組む。 

 

② 生活者重視の運営を行う（住民生活に直結する事務から取り組む） 

広域連合が住民生活の向上に寄与するものとなるよう、各団体に共通する行

政課題のうち、東南海・南海地震に備えた広域防災対策、ドクターヘリを活用

した広域的な救急医療連携の仕組みづくりなど、住民の生活に身近な事務に重

点を置いて実施する。 
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③ 柔軟な参加形態とする（早期設立と全団体参加への道筋） 

各団体の地勢、財政の状況、各事業のこれまでの取組等の様々な事情を踏ま

え、分野ごとの部分参加、参加事務の段階的拡充、広域連合設立後の新規参加

を可能とするほか、設立当初からの参加が難しい県や政令市との協議の仕組み

を構築する。 

 

④ 簡素で効率的な執行体制とする（既存の組織を活用する） 

各団体等の既存組織の活用やそれらとの連携を図ることにより、簡素で効率

的な組織体制や事業執行体制の確立を目指す。また、広域連合の設立によっ

て、各府県・政令市を含む基礎自治体の事務が効率性・経済性を損なうことが

ないよう留意する。 

  

⑤ 成長する広域連合を目指す（実施する事務を順次拡大する） 

広域連合設立当初の事務の蓄積を踏まえ、順次、事務の拡充や、新たな分野

として広域交通・物流基盤整備などを実施することを検討する。また、国の地

方支分部局の事務の移譲を受けて一元的に処理するとともに、成長する広域連

合として実施する事務を順次拡大する。 

 

⑥ これまでの広域連携の取組を発展させる（官民連携の蓄積を生かす） 

広域連合と関西広域機構が車の両輪となって相互連携を図り、官民連携事業 

の仕組みを再構築することにより、これまで関西の自治体・経済界により取り

組まれてきた多彩な広域連携事業のさらなる発展を目指す。 
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３ 関西広域連合の構成団体 

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県は平成 22年 12月

1日（設立日）から、大阪市及び堺市は平成 24年 4月 23日から、京都市及び神戸

市は平成 24年 8月 14日から、奈良県は平成 27年 12月 4日から加入 （福井県、

三重県は連携団体） 
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４ 関西広域連合で取り組んでいる事務 

 

（１） 基本的な考え方  

広域連合では、広域的な行政課題に関する事務のうち、基礎自治体や府県より

も広域の行政体が担うべき事務を処理する。  

 

（広域連合で処理する事務のメルクマール）  

① 広域連合で処理することにより住民生活の向上が期待できる事務  

② 広域連合で処理することにより行政効果の向上が期待できる事務  

③ 広域連合で処理することにより効率的な執行が期待できる事務  

④ 国が担っている事務のうち、権限移譲を受けて実施することで関西の広域課題

の解決に資する事務  

 

（２）広域事務の分野  

 

（３）現在取り組んでいる事務 

（関西広域連合第３期広域計画より） 

①広域事務 

分 野 重点方針 

広域産業振興 

○  世界の成長産業をリードするイノベーション創出環境・機能の強化 

○  高付加価値化による中堅・中小企業等の国際競争力の強化 

○  「関西ブランド」の確立による地域経済の戦略的活性化 

○  企業の競争力を支える高度人材の確保・育成 

広域観光・ 

文化・スポーツ

振興 

（観光振興） 

○ 多様な広域観光の展開による関西への誘客 

○ 戦略的なプロモーションの展開 

○ 外国人観光客の受入を拡大し、周遊力・滞在力を高める観光基盤の整備 

○ 東京オリンピック・パラリンピック等を見据えた文化・スポーツ観光の展開 

○ 官民が一体となった広域連携ＤＭＯの取組の推進 

ｲﾝﾌﾗ 
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分 野 重点方針 

（文化振興） 

○ 関西文化の振興と国内外への魅力発信 

○ 連携交流による関西文化の一層の向上 

○ 関西文化の次世代継承 

○ 情報発信・連携交流支援・人づくりを支えるプラットフォームの活用 

○ 東京オリンピック・パラリンピック等や文化庁の全面的移転決定を見据

えた新たな関西文化の振興 

 スポーツ部 

○  「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」の開催支援 

○  「生涯スポーツ先進地域関西」の実現 

○  「スポーツの聖地関西」の実現 

○  「スポーツツーリズム先進地域関西」の実現 

広域防災 

○ 大規模広域災害を想定した広域対応の推進 

○ 災害時の物資供給の円滑化の推進 

○ 防災・減災事業の推進 

広域医療 

○ 広域救急医療体制の充実 

○ 災害時における広域医療体制の強化 

○ 課題解決に向けた広域医療体制の構築 

農林水産業振

興 

○ 地産地消運動の推進による域内消費拡大 

○ 食文化の海外発信による需要拡大 

○ 国内外への農林水産物の販路拡大 

○ ６次産業化や農商工連携の推進などによる競争力の強化 

○ 農林水産業を担う人材の育成・確保 

○ 都市との交流による農山漁村の活性化と多面的機能の保全 

広域環境保全 

○ 再生可能エネルギーの拡大と低炭素社会づくりの推進 

○ 自然共生型社会づくりの推進 

○ 循環型社会づくりの推進 

○ 環境人材育成の推進 

広域職員研修 

○ 幅広い視野を有する職員の養成及び業務執行能力の向上 

○ 構成団体間の相互理解及び人的ネットワークの活用 

○ 効率的な研修の促進 

 

 

 

１ 
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②企画調整事務 

事 務 事業の概要 

エネルギー 

政策の推進 

関西における中長期的なエネルギー政策の考え方の検討、電力需給等の把

握・検証等を実施するため、「エネルギー検討会」を設置し、関西エネルギー

プランの策定、水素エネルギーの利活用に向けた広域的取組の検討を実施。 

特区事業の 

展開 

国の特区制度を効果的に活用していくため、国家戦略特区など特区制度の改

善や活用促進に関し国に提案を行うとともに、関西イノベーション国際戦略

総合特区事業を推進。 

イノベーショ

ンの推進 

広域的課題の解決に向けた関西の産学官連携体制の構築を図り、産学連携に

よる大学・科学技術基盤のネットワーク化を推進しイノベーションを創出。 
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５ 関西広域連合の平成 30年度予算  
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６ 関西広域連合の平成 30年度職員配置人数 
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７ 関西広域連合の課題考察のための取組事例 
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◆工業系公設試験研究機関の連携    
    

工業系公設試験研究機関の連携や情報の共同発信の取組については、関西産業の活力

源である中堅・中小企業等に対し、広域による技術支援や知的資産経営の導入支援等に

より経営基盤を強化し、成長産業への参入を促すために実施している。 

広域産業振興局の構成府県市（11 団体）のうち、工業系公設試験研究機関を有する

9 府県市 10 機関による連携取組を実施している。 

   経済界から、ドイツのフラウンホーファー研究機構を参考に、関西の公設試・支援機

関が連携して一体的な運営を行い、「関西版フラウンホーファー」ともいえる総合的・

広域的なサポート体制を構築することの提案もある。 
 

１ これまでの取組 

○機器の利用等に係る割増料金の解消（H25.1～） 

 ○ポータルサイト「関西ラボねっと」の共同運用（H25.4～） 

   ○共同研究会の開催（H24年度～） 

  ２ 取組に当たっての課題 

各公設試は、域内の中小企業の技術指導やレベルアップ等を目的に設置されてい

る。一方、関西広域連合では域内企業の技術力や利便性の向上を目的として、自府県

市では対応できない分野や保有機器の情報を共有するなどの連携を進めている。  

公設試等の一体的運営には、費用対効果や事業者が求めるサービスを把握し、検討

することが必要である。 

また、近畿経済産業局が運営する「近畿地域産業技術連携推進会議」において、 

国立研究開発法人産業技術総合研究所関西センター（以下「産総研」）と近畿管内の

主要な地方公設試験研究機関（以下「公設試」）でネットワークを構築し、地域にお

ける中小・ベンチャー企業の技術の向上を目的として、取組を実施している。関西

広域連合としてはこうした状況も踏まえて、関西が一体となって地域の企業の技術

力向上に取り組む必要がある。 

 

   

 

 

 

３ 今後の方向性 

平成 30 年度に「関西広域産業ビジョン」の改訂に向けた議論を進めており、改訂

委員会では、公設試の連携について、割増料金の解消や関西ラボねっとの運用は、関

西広域連合ならではの取組であり、企業の利便性向上にもつながっているとの意見を

いただいている。 

今後も公設試のさらなる連携強化に取り組むこととしており、その中で提案のあっ

た関西版フラウンホーファーの機能についても検討を進めていく。 

【参考】「近畿地域産業技術連携推進会議」参加機関（下線付は、関西広域連合の連携機関） 

 ・（国研）産業技術総合研究所関西センター                ・福井県立工業技術センター   

・滋賀県工業技術総合センター   ・滋賀県東北部工業技術センター   ・京都府中小企業技術センター 

・（地独）大阪産業技術研究所    ・兵庫県立工業技術センター     ・奈良県産業振興総合センター  

・和歌山県工業技術センター    ・（地独）京都市産業技術研究所    ・近畿経済産業局 
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◆関西広域農林水産業の振興        

関西広域連合の各構成府県市における農林水産業に関する振興施策と連携しつつ、府県

市域を越えた行政組織であるという新たな視点と立場から、農林水産業を関西の産業分野

の一翼を担う競争力ある産業として育成・振興する。 

１ これまでの取組 

平成 24 年 7 月、農業をはじめとする第 1 次産業を広く産業振興に寄与する分野の一

つとして位置付け、広域産業振興局内に農林水産部を設置した。 

   平成 25年 11月に策定した「関西広域農林水産業ビジョン」に基づき、以下の重点項

目に取り組んでいる。 

戦略１ 地産地消運動の推進による域内消費拡大 

企業の社員食堂等や学校給食への域内農林水産物の利用促進 

戦略２ 食文化の海外発信による需要拡大 

関西の農林水産物・加工食品及び食文化の情報発信 

戦略３ 国内外への農林水産物の販路拡大 

事業者向け海外輸出セミナーの開催、広域ならではの情報発信 

戦略４ ６次産業化や農商工連携の推進などによる競争力の強化 

広域での農林水産業と異業種・異分野とのマッチング等 

戦略５ 農林水産業を担う人材の育成・確保 

農業だけでなく、林業・水産業分野における就業促進 

戦略６ 都市との交流による農山漁村の活性化と多面的機能の保全 

都市農村交流実践者による情報交換会 

２ 取組に当たっての課題 

農林水産業の振興には各府県市がそれぞれ独自のブランド作りを通じて、他の産地と

の差別化を図ることで産地の優位性を構築しようとしてきた経過がある。 

例えば、国内外への農林水産物の販路拡大の取組においては、各府県市がそれぞれ戦

略を持っており、広域で取り組もうとするときには戦略が合致しない場合もある。 

そのような中で、関西の農林水産業の多様性を活かした取組によって、それぞれの産

地のブランド力が向上し、ひいては関西の農林水産業の振興につなげていく必要がある。 

３ 今後の方向性 

     広域行政を進めるにあたっては、関西の農林水産物の PRや研修による人材育成等ソ

フト事業を中心に、それぞれのブランドを活かす内容の取組を進めていく。 
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◆琵琶湖・淀川流域対策                                  

関西広域連合は、広域的・分野横断的な視点で琵琶湖・淀川流域全体を俯瞰すること

のできる自治体であり、流域各主体の連携・協働を促進する流域ガバナンスの調整役と

なり流域の抱える諸課題の解決を目指している。平成 26 年 7 月に設置した琵琶湖・淀

川流域対策に係る研究会において、優先して検討することとした３つの課題について、

部会での概略研究に着手している。 

１ 現在の取組 

（１）河川整備の着実な実施と総合治水・流域治水の推進→「リスクファイナンス部会」 

（２）地下水の保全→「水源保全部会」 

（３）流域生態系サービスの相対的な維持向上→「海ごみ発生源対策部会」 

２ 取組に当たっての課題 

上記の３部会において課題解決のために研究した成果をもとに、関係各主体が議論

する場（プラットフォーム）において、課題を共有し、議論を進める。関西広域連合

は、流域ガバナンスの調整役として舞台（プラットフォーム）回しの役割を担うこと

が想定されている。 

   プラットフォームに参画する各主体は、異なる立場や背景を有することが想定され 

るが、それを越えて課題を共有し、解決の方向性を見いだしていく必要がある。        

    また、調整役としての信用と実績を積み上げるには、流域における課題発見や政策 

決定のための客観的根拠を蓄積するとともに、並行して課題解決のための議論の場の 

お膳立てをし、具体的な解決方策を提案する実績を積み重ねなければならない。 

 
  
   

 

 

 

 

 ３ 今後の方向性 

流域ガバナンスの調整役としての実務能力と流域各主体からの信用を得るため、課題

発見や政策決定に資する客観的根拠を整理し、俯瞰的な視点と知識・知恵を駆使して、

合意形成・課題解決に貢献するとともに、既存の枠組みでは積極的に取り組まれて来な

かった課題を取り上げ、議論の機会・場のお膳立てをし、事務局として具体的な解決方

策を提案する。 

また、統合的流域管理の実現を目指し、流域に暮らす人びと、ＮＰＯ、民間事業者、

研究機関、市町村・府県・国関係機関の各部局などのあらゆる主体の総参加のもと、関

西の総意としての流域管理に関する方針の具体化に取り組んでいく。 

【調整役となる要件】 
 ① 信 用：中立的・公平性という点で、流域各主体からの信用・信頼があること 

 ② 課題設定能力（先見性）：流域単位での福利の向上を目指し、俯瞰的な視点から流域に暮

らす人々が共感できる課題を抽出する能力があること 

 ③ 課題解決能力（技術力）：個別課題について、技術的（科学的・制度的）な側面から実現

可能で具体的な解決方策を提案できる技術力があること 

 ④ 課題解決能力（調整能力）：関係各主体のそれぞれの関心事に留意しつつ、合意形成を図

り、連携・協働に導く調整能力を持つこと。 
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８ 地方分権改革関連の国への提案 

 

（１）地方分権改革の新たな推進手法の提案について 

提案募集方式には、一定の成果は認められるが、同方式は、個別の事務につい

て地方側が支障事例を示し、国へ制度改正を求めるものであるため、国と地方の

役割分担を見直すような大胆な権限移譲には限界がある。地方分権改革の更なる

推進のため、次の新たな仕組みを導入すること。  

  

①国と地方の協議の場における分科会の設置  

ア 国と地方の役割分担を見直し、大括りの事務権限の移譲を実現するため、国

と地方の協議の場に関する法律に基づき、「国から地方への権限移譲に係る分科

会」を政策分野毎に設置すること。  

  

イ 国と地方の協議の場に関する法律に基づき、府県域を越える地域ブロック固

有の行政課題を解決するための分科会を設置し、国と都道府県域を越える広域

連携組織を含めた地方との役割分担等についても協議を行うこと。  

  

② 権限移譲に係る「実証実験制度」の創設  

ア 現在の提案募集方式では、「移譲可」「移譲不可」の回答しかなく、権限移譲    

 が進まないことから、新たに「実証実験を経たうえで移譲の可否を判断する」

という枠組を設けるとともに、実証実験を行った結果、移譲することに支障が

ない場合は、権限移譲を行うこと。  

  

イ なお、実証実験については、原則、提案団体において実施することとし、関

西広域連合が提案した事務・権限については関西広域連合において実証実験を

行うこと。 

ただし、都道府県や市町村が提案したものであっても、当該事務・権限が広

域にわたり、都道府県単位での実証実験では適切な結果を得られないことが想

定される場合には、提案団体と調整の上で、府県域を越える広域課題に積極的

に取り組んでいる関西広域連合においても実証実験を実施すること。  

  

③ 国と地方が共生して課題解決を「実証する仕組み」の導入  

新しい国と地方の役割分担の形として、互いが協力し合い「共生」するため、

今、地方が直面し、全国にも影響が及ぶ課題について、地域のフィールドで国と地
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方が連携し、課題の解決を「実証する仕組み」を導入すること。 

 

（２）提案募集方式の見直しについて  

 ①「大括り」の権限移譲及び国側の支障事例の立証等  

提案募集方式について、自立分権型社会を実現するといった観点から、限定的な

事務・権限の見直し等に留まることなく、関連する事務・権限を一括して移譲する

など「大括り」な分権改革を進める方策を検討すること。  

なお、検討に当たっては、次の点に留意すること。  

 

ア 地方に事務・権限を委ねることによる特段の支障等を国が立証できない限り

移譲・見直しを実行する方向で取組を進めること。  

 

イ 全国一律の事務・権限の移譲にこだわらず、提案団体を含め、希望する地方

自治体への選択的な移譲を積極的に進めること。  

  

② 地方分権改革有識者会議の機能強化  

地方分権改革推進委員会と同様に、地方分権改革有識者会議を地方分権改革推進

本部から独立した機関として、国と地方の関係を再構築する観点から、内閣総理大

臣に対し提案への対応方針に係る勧告を行える権能を付与すること。そして、国が

地方に事務・権限を委ねることによる特段の支障等を立証できない限り、勧告を行

うこと。 

     また、当該審査に当たっては、広域連合長を含む地方側の代表者から意見を聴

く仕組みを設けること。  

  

③ 広域連合への権限移譲の検討  

ア 広域行政課題に適切かつ効果的に対応し、国からの事務・権限の移譲の受入

体制を整備するという広域連合制度の趣旨に鑑み、国から関西広域連合への権

限移譲を求める提案に関しては、具体的な支障事例が無くても関係府省へ検討

要請を行うとともに、地方分権改革有識者会議において議論すること。  

  

イ 「地方分権改革の総括と展望」(地方分権改革有識者会議 平成 26 年 6 月 24 

日）において「国から都道府県に移譲する場合には、必要に応じ、広域連合な

ど広域連携の仕組みを活用すべき」とされていることから、国から都道府県へ

の事務・権限移譲の提案を検討するにあたり、当該権限が２以上の都道府県に
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跨がる場合は、広域連合への権限移譲を行うことについても併せて検討するこ

と。  

  

④ 提案募集方式にかかる手続の見直し  

ア 関係府省との調整対象外とされた提案であっても、現在の状況を踏まえて見

直しを行うなど、地方行政に関する提案は幅広く関係府省との調整対象とする

こと。  

  

イ 「引き続き検討を行う」とされた地方の提案については、提案趣旨に沿って確

実に検討を行い、その結果を速やかに地方に情報提供すること。  

  

ウ 関係府省の第２次回答において「提案内容と異なる措置」や「対応不可」と

された事案について、現在も提案団体から意見を提出することは可能である

が、関係府省に回答義務はないことから、当該意見提出についても公表を前提

とする正規の手続に位置付け、最終的な見解を示すこと。  

  

エ 過去の提案と類似している内容であっても、具体的な支障事例の提出があっ

た場合は、地方が抱える喫緊の課題の解決を図るという観点から、関係府省へ

再検討を要請すること。 
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９ 国の事務・権限移管に係る提案募集制度での提案 
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10 関西広域連合の関連年表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○政府関係機関の関西への移転

国土双眼構造の一翼を担う関西創生のため、構成府県市が提案した政府関係機関の移転実現を国に要請。平
成28年3月に国の基本方針が示され、同年9月に中央省庁の移転について、今後の取組内容が示された。

○広域観光・文化・スポーツ振興局「スポーツ部」設置（平成27年9月～）

○「関西広域スポーツ振興ビジョン2011」策定（平成28年3月）

○関西国際観光推進本部の設立（平成28年3月～）

官民が一体となって、関西を世界に売り込み、外客の誘致を推進するため、関西広域連合等の自治体、経済団
体、業界団体、企業、観光推進団体等により設立。（平成28年4月関西観光本部に統合）

○関西創生戦略（平成28年度～平成31年度）策定（平成28年4月（平成29年3月及び30年8月改訂））

まち・ひと・しごと創生法に基づき、地域の特性に応じた地域課題の解決を図り、関西圏域への活力を取り戻すた
め、第３期広域計画において実施する事業のうち、効果的な取組を緊急的かつ集中的に実施することを目的として
策定。

○熊本地震・鳥取県中部地震対応（平成28年４月～、10月～）

家屋被害認定関係職員等の人的支援や物的支援を実施。

○関西広域連合協議会若者世代による意見交換会の開催（平成28年8月）

広域連合施策への若者の参画を促すため徳島県において開催。（平成29年9月 鳥取県で開催。）

○関西広域連合委員会で、大阪万博誘致実現についての働きかけを行っていくことを決議(平成28年9月)

平成29年8月の関西広域連合議会においても大阪万博誘致実現について決議。

○「関西災害時物資供給協議会」の設立（平成29年1月～）

行政機関や民間団体、事業者等による連携･協力組織を設立。

○関西広域連合委員会開催（平成 22年 12月～） 

○関西広域連合議会開催（平成 23年１月～） 

○第 1期広域計画（設立～平成 25年度）策定（平成 23年 2月） 

○東日本大震災対応（平成 23年 3月～） 

  カウンターパート方式により、きめ細かい支援を実施。 

○首都機能バックアップ構造の構築に関する提言（平成 23年 4月～） 

○「３府県ドクターヘリ」を広域連合へ事業移管（平成 23年 4月） 

○“丸ごと移管”を求める国の出先機関を決定（平成 23年 5月） 

   九州知事会と共に「経済産業局」「地方整備局」「地方環境事務所」の 3機関の移管を求める

ことを決定（国との調整、協議等実施）。 

○官民一体となった防災対策推進 

  原子力災害対策の取組、企業・団体及び遠隔ブロックとの災害時相互応援協定締結等。 

○「ＫＡＮＳＡＩ」の魅力発信（平成 23年 6月～） 

  「関西広域連合と江蘇省浙江省上海市観光連盟との「観光交流協力関係の樹立に関する合意

書」調印（平成 23年 6月）、海外プロモーション実施（中国、韓国、シンガポール・マレーシ

ア、香港、タイ、フィリピン、ベトナム、オーストラリア。） 

○広域インフラ検討会設置（平成 23年 7月～） 

  関西における広域交通インフラ整備、リダンダンシー確保、北陸新幹線等の広域インフラに

ついて検討。 

○エネルギー検討会設置（平成 23年 8月～） 

  関西におけるエネルギーに関する取組の方向性等の検討、電力需給等の把握・検証、節電の

呼びかけを実施。平成 29年度以降、関西圏における水素の利用拡大に向けた広域的な取組に

ついて検討。 

○政策形成能力研修実施（平成 23年 8月～） 

○第１回関西広域連合協議会開催（平成 23年 9月～） 

○「関西防災・減災プラン」策定（平成 24年 3月策定（平成 26年 6月 4分野完結）） 

○「関西観光・文化振興計画」策定（平成 24年 3月（平成 30年 3月一部改訂）） 

○「関西広域産業ビジョン」策定（平成 24年 3月（平成 30年 3月改訂）） 

○「関西広域救急医療連携計画」策定（平成 24年 3月（平成 30年 3月改訂）） 

○「関西広域環境保全計画」策定（平成 24年 3月（平成 29年 3月改訂）） 

○通訳案内士登録事務の一元化開始（平成 24年 4月～） 

○関西イノベーション国際戦略総合特区推進室設置(平成 24年 5月～) 

  関西特区の着実な推進に向け、自治体間の調整、広域的課題への取組と合わせ、一体的に推

進。（平成 27年 4月より「特区担当（本部事務局）」において事業を推進。） 
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○広域産業振興局「農林水産部」設置（平成 24年 7月～） 

○「KANSAI国際観光 YEAR2013」実行委員会設立（平成 24年 8月～） 

○「関西文化の日」及び「関西文化月間」実施（平成 24年 5月～（関西文化月間 26 年 10 月

～）） 

○「関西地域カワウ広域管理計画」に基づくカワウ対策の推進（平成 25年 3月～） 

○道州制のあり方研究会設置・最終報告（平成 25年 3月～平成 26年 3月） 

○海外事務所・海外ビジネスサポートデスクの共同利用等開始（平成 25年 4月～） 

○「大阪府ドクターヘリ」と「徳島県ドクターヘリ」を広域連合へ事業移管（平成 25年 4月） 

  既に連合へ移管されている「3府県ドクターヘリ」とともに、広域連合が主体となった複数機

による運行体制を構築。 

○資格試験・免許等事務の一元化開始（平成 25年 4月～） 

  各府県で行われていた准看護師、調理師及び製菓衛生師に係る試験実施・免許交付に関する

事務について関西広域連合において一元化。 

○ワールドマスターズゲームズ 2021年大会の関西への招致決定（平成 25年 8月） 

  2021年のワールドマスターズゲームズ（生涯スポーツの国際総合競技大会）の招致を決定。 

○第 2期広域計画（平成 26年度～平成 28年度）策定（平成 26年 3月） 

○「兵庫県ドクターヘリ」を広域連合へ事業移管（平成 26年 4月） 

○琵琶湖・淀川流域対策に係る研究会設置（平成 26年 7月～） 

  平成 28年 9月報告書提出。平成 29年 6月研究会に部会設置。 

○「関西圏域の展望研究会」設置・最終報告(平成 26年 9月～平成 27年 9月) 

  関西圏域の今後を展望し、近畿圏広域地方計画の見直しなど、国と地方の議論等に、活用す

るため、関西広域連合協議会専門部会として設置。平成 27年 9月最終報告とりまとめ。 

○「一般財団法人 関西ワールドマスターズゲームズ 2021組織委員会」設立(平成 26年 12月) 

○日本初の医療総合展「メディカルジャパン」の誘致・活用（平成 27年 2月～） 

  関西の強みである健康・医療、ライフサイエンス分野をテーマとしたビジネスの場を創造す

るため、民間主催の医療総合展「メディカルジャパン」を誘致。関西の産業ポテンシャル PR

等を実施。 

○「京滋ドクターヘリ」を運航開始（平成 27年 4月） 

○関西健康・医療創生会議の設立（平成 27年 7月～） 

  関西の健康長寿達成のための新たな産業創造、安心かつ健康に生活できる持続可能性のある

まちづくりを実現していくため、関西広域連合と域内全ての医学系大学を含むアカデミア 18

機関、関西経済界 5団体により、産学官連携のプラットフォームとして設立。 

○政府機関等の関西への移転 

  国土双眼構造の一翼を担う関西創生のため、構成府県市が提案した政府関係機関の移転実現

を国に要請。平成 28年 3月に国の基本方針が示され、同年 9月に中央省庁の移転について、今

後の取組内容が示された。 

○広域観光・文化・スポーツ振興局「スポーツ部」設置（平成 27年 9月～） 

○「関西広域スポーツ振興ビジョン 2011」策定（平成 28年 3月） 



47 

 

 

  
○関西国際観光推進本部の設立（平成 28年 3月～） 

  官民が一体となって、関西を世界に売り込み、外客の誘致を推進するため、関西広域連合等

の自治体、経済団体、業界団体、企業、観光推進団体等により設立。（平成 28年 4月関西観光

本部に統合） 

○関西創生戦略（平成 28年度～平成 31年度）策定（平成 28年 4月（平成 30年 8月改訂）） 

  まち・ひと・しごと創生法に基づき、地域の特性に応じた地域課題の解決を図り、関西圏域

への活力を取り戻すため、第３期広域計画において実施する事業のうち、効果的な取組を緊急

的かつ集中的に実施することを目的として策定。 

○熊本地震・鳥取県中部地震対応（平成 28年４月～、10月～） 

  家屋被害認定関係職員等の人的支援や物的支援を実施。 

○関西広域連合協議会若者世代による意見交換会の開催（平成 28年 8月） 

  広域連合施策への若者の参画を促すため徳島県において開催。（平成 29年 9月鳥取県、平成

30年 12月滋賀県で開催。） 

○関西広域連合委員会で、大阪万博誘致実現についての働きかけを行っていくことを決議(平成

28年 9月) 

 ・平成 29年 8月の関西広域連合議会においても大阪万博誘致実現について決議。 

 ・大阪府、大阪市、関西広域連合等の自治体及び経済団体などで構成され、万博誘致活動を推

進する「2025日本万国博覧会誘致委員会」が発足。（平成 29年 3月～） 

○「関西災害時物資供給協議会」の設立（平成 29年 1月～） 

  行政機関や民間団体、事業者等による連携･協力組織を設立。 

○政府機関等対策プロジェクトチーム設置（平成 28年 12月～） 

  政府機関及び政府関係機関の地方移転並びに機能向上を図るための検討を実施するため設

置。 

○「2025日本万国博覧会誘致委員会」の発足（平成 29年 3月～） 

  大阪府、大阪市、関西広域連合等の自治体及び経済団体などで構成され、万博誘致活動を推

進する「2025日本万国博覧会誘致委員会」が発足。 

○第 3期広域計画（平成 29年度～平成 31年度）策定（平成 29年 3月） 

○関西観光本部の発足（平成 29年 4月～） 

  関西国際観光推進本部と関西地域振興財団が統合し、関西観光本部が発足、関西の官民が協

力し、オール関西で迅速かつ効率的に観光施策を推進。 

○文化庁地域文化創生本部の設置（平成 29年 4月～） 

  文化庁の本格移転の準備、新たな政策ニーズに対応した事務・事業を地元の知見・ノウハウ

等を生かしながら先行的に実施。 

○消費者行政新未来創造オフィスの開設（平成 29年 7月～） 

  新たな未来に向けた消費者行政の発展・創造の拠点として開設。 
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○広域的行政のあり方検討会設置（平成 29年 9月～平成 31年 月） 

  海外の地方自治制度なども参照しながら、連合域内に存在する広域的な課題の解決に向け、

関西広域連合の役割や執行体制も含めた広域行政のあり方を検討し、今後の関西広域連合の方

向性を明確にするため、関西広域連合協議会専門部会として設置。（平成 31年 月最終報告） 

○広域計画等フォローアップ委員会の設置（平成 29年 11月～） 

  第３期広域計画等の達成状況の評価・検証、第 4期広域計画の策定を視野に入れた今後の関

西広域連合の取り組むべき課題等の検討などのフォローアップを実施するにあたり、指導・助

言を受けるために設置 

○関西女性活躍推進フォーラムの設置（平成 29年 12月） 

○関西ＳＤＧｓプラットフォームへの参画（平成 29年 12月） 

○「鳥取県ドクターヘリ」を運航開始（平成 30年 3月） 

○総務省統計局「統計データ利活用センター」の設置（平成 30年 4月） 

○「2025日本万国博覧会」開催決定（平成 30年 11月） 

 略称が「大阪・関西万博」に決定。 

○資格試験対象事務の拡充（平成 31年 4月～） 

  各府県で行われていた毒物劇物取扱者試験、登録販売者試験を関西広域連合で実施。 

 

 


